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は
じ
め
に

二
〇
〇
九
年
六
月
三
〇
日
時
点
で
、
日
本

の
労
働
組
合
組
織
率
は
一
八
・
五
％
と
前
年

よ
り
〇
・
四
ポ
イ
ン
ト
増
加
し
た
。
そ
の
要

因
は
、分
母
と
な
る
雇
用
者
自
体
が
減
少（
一

一
〇
万
）
し
、
分
子
と
な
る
パ
ー
ト
労
働
者

の
組
合
員
が
七
〇
万
と
前
年
に
比
べ
て
八
万

四
〇
〇
〇
人
増
加
し
た
結
果
と
み
ら
れ
る
。

そ
れ
は
ど
う
で
あ
れ
、
最
近
、
減
り
続
け
た

組
合
組
織
率
が
増
加
し
、
組
合
員
数
も
約
一

万
三
〇
〇
〇
人
増
え
た
こ
と
は
、
集
団
的
労

使
関
係
に
と
っ
て
朗
報
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
集
団
的
労
使
関
係
の
再
構
築

と
い
う
観
点
で
、
労
働
組
合
の
現
状
と
組
織

化
の
実
態
、
そ
し
て
従
業
員
代
表
制
の
模
索

に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
本
稿
が
集

団
的
労
使
関
係
の
再
構
築
を
考
え
、
ま
た
、

具
体
化
を
進
め
る
上
で
参
考
に
な
れ
ば
幸
い

で
あ
る
。

１
．
集
団
的
労
使
関
係
の
現
状

（
１
）
労
働
組
合
組
織
率

日
本
の
労
働
組
合
組
織
率
は
一
九
四
九
年

の
五
五
・
八
％
か
ら
ほ
ぼ
一
貫
し
て
低
下
し

た
。
組
織
率
は
、
一
九
六
〇
年
四
六
・
二
％

と
五
〇
％
台
を
割
り
込
み
、
一
九
五
三
年
三

六
・
三
％
と
四
〇
％
台
、
一
九
八
二
年
二
九
・

七
％
と
三
〇
％
台
、
そ
し
て
二
〇
〇
三
年
は

一
九
・
六
％
と
二
〇
％
台
を
割
り
込
み
、
〇

七
年
は
一
八
・
一
％
ま
で
下
が
っ
た
。
し
か

し
、
〇
八
年
は
前
年
と
横
ば
い
、
〇
九
年
は

前
年
よ
り
〇
・
四
ポ
イ
ン
ト
上
が
り
、
一
八
・

五
％
と
な
っ
た
。
労
働
組
合
員
数
は
戦
後
、

一
貫
し
て
増
加
し
、
一
九
九
四
年
一
二
六
九

万
八
八
四
七
人
と
ピ
ー
ク
に
達
し
た
後
は
減

少
し
、
二
〇
〇
六
年
一
〇
〇
四
万
五
八
〇
人

ま
で
下
が
っ
た
が
、
そ
の
後
、
増
加
・
減
少

し
た
後
、
増
加
し
〇
九
年
は
一
〇
〇
七
万
七

五
〇
六
人
と
な
っ
た
。

二
〇
〇
七
年
ま
で
、
全
体
の
組
織
率
は
低

下
し
て
き
た
が
、
パ
ー
ト
労
働
者
の
組
織
化

（
１
）は
毎
年
進
ん
で
い
る
（
図
表
１
参
照
）。

パ
ー
ト
組
合
員
数
は
一
九
九
四
年
一
六
万
八

〇
〇
〇
人
か
ら
二
〇
〇
三
年
三
三
万
一
〇
〇

〇
人
と
一
〇
年
間
で
、
ほ
ぼ
倍
増
し
、
そ
の

後
も
増
加
し
続
け
、
〇
九
年
は
七
〇
万
人
と
、

六
年
間
で
さ
ら
に
倍
増
し
た
の
で
あ
る
。
組

織
率
は
同
期
間
中
二
・
〇
％
か
ら
三
・
〇
％

へ
、
そ
し
て
五
・
三
％
ま
で
増
加
し
た
。

そ
の
結
果
、
全
労
働
組
合
員
数
に
占
め

る
パ
ー
ト
労
働
者
組
合
員
の
割
合
は
、

一
九
九
四
年
一
・
三
％
か
ら
二
〇
〇
三

年
三
・
二
％
へ
、
そ
し
て
〇
九
年
に
は

七
・
〇
％
に
ま
で
占
め
る
よ
う
に
な
っ

た
。
パ
ー
ト
労
働
者
組
合
員
は
、
そ
の

大
半
が
女
性
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
全

組
合
員
の
中
で
女
性
の
占
め
る
割
合
は
、

二
〇
〇
四
年
二
七
・
七
％
か
ら
〇
九
年

二
九
・
一
％
に
増
加
し
、
一
〇
人
中
三

人
は
女
性
と
な
っ
た
。
一
九
九
〇
年
代

以
降
、
労
働
組
合
の
姿
は
、
組
織
率
の

全
体
的
な
低
下
の
中
で
、
パ
ー
ト
労
働

者
や
女
性
労
働
者
の
比
重
が
高
ま
っ
た

と
い
え
る
。

（
２
）
労
働
組
合
の
存
在
率

労
働
組
合
組
織
率
は
、
全
雇
用
労
働

者
の
中
で
労
働
組
合
員
が
占
め
る
割
合

を
表
し
て
い
る
が
、
実
際
、
企
業
に
労

働
組
合
が
結
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か

に
つ
い
て
は
分
か
ら
な
い
。
図
表
２
は
、

正
社
員
一
〇
〇
〇
人
未
満
の
企
業
に
労

働
組
合
が
ど
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
る

か
を
示
し
て
い
る（
２
）。
労
働
組
合
が

存
在
し
て
い
る
企
業
の
割
合
は
一
五
・
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組
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図表１　労働組合組織率とパート組合員数の推移

資料出所：厚生労働省「労働組合基礎調査結果」各年。



特集―労使関係の再構築

Business Labor Trend 2010.1

17

三
％
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、「
組
合
が
一
つ
あ

る
」
が
一
三
・
二
％
、「
組
合
が
二
つ
以
上
あ

る
」
一
・
六
％
、「
組
合
は
な
い
が
、
従
業
員

の
一
部
が
合
同
組
合
な
ど
に
加
入
し
て
い

る
」
〇
・
五
％
で
あ
っ
た
。
労
働
組
合
の
存

在
率
は
、
企
業
規
模
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ

て
上
が
っ
て
い
る
。
他
方
、「
過
去
に
組
合
が

あ
っ
た
が
、現
在
は
な
い
」
が
二
・
五
％
、「
過

去
・
現
在
と
も
に
組
合
は
な
い
」
が
八
〇
・

六
％
に
の
ぼ
っ
た
。

現
在
、正
社
員
一
〇
〇
〇
人
未
満
の
中
堅
・

中
小
企
業
の
八
割
に
は
、
過
去
も
現
在
も
労

働
組
合
が
存
在
し
て
い
な
い
。

集
団
的
労
使
関
係
の
再
構
築
は
、
何
よ
り

も
労
働
組
合
の
組
織
さ
れ
て
い
な
い
未
組
織

企
業
に
労
働
組
合
を
結
成
す
る
こ
と
、
ま
た
、

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
、
契
約
社
員
、
派
遣
労
働

者
等
の
非
正
規
労
働
者
が
増
加
し
て
い
る
中

で
進
ん
で
い
る
企
業
内
組
織
率
（
全
従
業
員

に
占
め
る
組
合
員
の
割
合
）
の
低
下
を
克
服

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
ず
、
後
者
に

つ
い
て
み
る
と
、
現
在
、
正
社
員
一
〇
〇
〇

人
未
満
の
企
業
内
組
織
率
は
六
五
・
五
％

（
３
）で
あ
り
、
組
合
員
が
従
業
員
の
過
半
数

を
占
め
て
い
る
の
は
、
六
七
・
五
％
で
あ
る
。

残
り
の
約
三
割
は
、
労
働
組
合
が
組
織
さ
れ

て
い
て
も
組
合
員
が
過
半
数
を
占
め
て
お
ら

ず
、
三
六
協
定
等
の
締
結
の
際
に
、
労
働
組

合
が
従
業
員
過
半
数
代
表
の
役
割
を
果
た
す

こ
と
が
で
き
な
い
。
企
業
内
組
織
率
は
、
全

般
的
に
減
少
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
厚
生

労
働
省
の
「
平
成
二
〇
年
労
働
組
合
実
態
調

査
報
告
」
に
よ
る
と
、
三
年
前
（
二
〇
〇
五

年
六
月
）
と
比
べ
て
、
組
織
率
が
「
低
下
し

た
」
と
答
え
た
組
合
は
、
二
三
・
六
％
と
二

〇
〇
三
年
の
三
一
・
五
％
よ
り
は
減
っ
て
い

る
も
の
の
、「
上
昇
し
た
」
一
四
・
〇
％
、「
変

わ
ら
な
い
」
五
九
・
九
％
を
合
わ
せ
て
み
る

と
、低
下
傾
向
は
続
い
て
い
る
。
組
織
率（
＝

組
合
員
数
）
の
増
加
は
、
そ
の
七
四
・
四
％

が
新
卒
・
中
途
採
用
者
の
組
合
加
入
に
よ
る

も
の
で
、
非
正
規
労
働
者
の
加
入
や
在
籍
正

社
員
の
組
合
加
入
は
そ
れ
ぞ
れ
一
四
・
〇
％

と
一
〇
・
九
％
と
少
な
い
。
組
織
拡
大
を
重

点
課
題
と
し
て
掲
げ
て
い
る
組
合
の
割
合
は
、

二
〇
〇
八
年
二
九
・
六
％
と
、
〇
三
年
の
二

四
・
八
％
よ
り
は
増
加
し
た
も
の
の
、
依
然

と
し
て
三
割
に
満
た
な
い
。
組
合
が
組
織
拡

大
の
対
象
と
し
て
特
に
重
視
し
て
い
る
労
働

者
は
、「
在
籍
未
加
入
正
規
労
働
者
」
二
七
・

九
％
、「
新
卒
・
中
途
採
用
の
正
規
労
働
者
」

二
七
・
四
％
、「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
」
一

四
・
八
％
、「
契
約
労
働
者
」
一
二
・
六
％
、「
嘱

託
労
働
者
」
五
・
九
％
、「
定
年
退
職
者
」
四
・

二
％
等
の
順
と
な
っ
て
い
る
。

前
者
の
未
組
織
企
業
で
の
組
合
結
成
に
つ

い
て
み
る
と
、
最
近
、
毎
年
四
〇
〇
～
五
〇

〇
組
合
が
結
成
さ
れ
て
い
る
。
新
規
組
合
数

を
具
体
的
に
み
る
と
、
二
〇
〇
四
年
四
六
一

組
合
、
〇
五
年
四
九
三
組
合
、
〇
六
年
四
八

二
組
合
、
〇
七
年
五
一
〇
組
合
、
そ
し
て
〇

八
年
四
九
九
組
合（
４
）で
あ
る
。

集
団
的
労
使
関
係
の
再
構
築
は
、
企
業
内

組
織
率
の
増
加
と
新
規
労
働
組
合
の
結
成
が

何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
特

に
後
者
の
取
り
組
み
事
例（
札
幌
地
域
労
組
）

を
紹
介
し
、
再
構
築
の
実
践
に
役
立
て
る
こ

と
を
試
み
た
い
。

２
．
集
団
的
労
使
関
係
の
再
構
築

（
１
）�

労
働
組
合
組
織
化
の
プ
ロ
セ
ス
・
秘

訣―

札
幌
地
域
労
組（
５
）

札
幌
地
域
労
組
の
鈴
木
一
書
記
長
は
、
二

〇
年
間
専
従
者
と
し
て
一
五
〇
～
二
〇
〇
組

合
を
組
織
化
し
た
。
二
〇
〇
九
年
九
月
二
八

日
現
在
、
札
幌
地
域
労
組
に
は
九
六
の
支
部

（
単
組
）
が
あ
る
。
組
合
員
数
は
約
二
八
〇

〇
人
を
数
え
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
個
人
加

盟
と
し
て
は
、
ラ
イ
ラ
ッ
ク
ユ
ニ
オ
ン
（
個

人
加
盟
支
部
）
約
五
〇
人
、
管
理
職
ユ
ニ
オ

ン
三
五
人
、
そ
し
て
派
遣
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
一

五
人
が
い
る
。
同
労
組
は
、
札
幌
地
域
を
中

心
に
組
合
の
組
織
さ
れ
て
い
な
い
企
業
に
対

し
組
織
化
を
積
極
的
に
進
め
て
い
る
。

同
書
記
長
が
、
多
く
の
組
合
を
組
織
化
し

た
の
は
、
後
述
の
経
験
や
優
れ
た
戦
略
等
の

ほ
か
に
、
資
源
の
集
中
化
を
図
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
別
労
働
紛
争
の
解
決

よ
り
も
労
働
組
合
の
組
織
化
に
人
、
資
金
、

時
間
を
集
中
し
て
い
る
。「
単
な
る
取
り
立

て
屋
」
の
よ
う
な
組
合
活
動
は
し
な
い
。
も

ち
ろ
ん
、
個
別
労
働
問
題
を
抱
え
て
い
る
相

談
者
に
対
し
て
は
助
か
る
方
法
を
教
え
て
い

る
。以

下
、
鈴
木
書
記
長
が
経
験
し
た
組
織
化

の
取
り
組
み
に
つ
い
て
そ
の
中
心
内
容
を
見

る
こ
と
に
す
る
。

①
組
織
化
の
決
意

組
織
化
は
、
い
つ
も
成
功
す
る
と
は
限
ら

合計 組合が１
つある

組合が２
つ以上あ

る

組合はな
いが、従
業員の一
部が合同
組合など
に加入し
ている

過去に組
合があっ
たが、現
在はない

過去・現
在ともに
組合はな

い

無回答

＊＊【総数】＊＊ 2440 321 39 12 60 1967 41
100.0 13.2 1.6 0.5 2.5 80.6 1.7

F1.従業員数：正社員（SA）  
0 8 0 0 0 0 8 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
1～9 381 4 0 2 2 363 10

100.0 1.0 0 0.5 0.5 95.3 2.6
10～29 524 22 2 1 11 482 6

100.0 4.2 0.4 0.2 2.1 92.0 1.1
30～49 410 30 4 1 19 350 6

100.0 7.3 1 0.2 4.6 85.4 1.5
50～99 488 76 5 2 10 388 7

100.0 15.6 1 0.4 2 79.5 1.4
100～299 357 91 11 4 13 234 4

100.0 25.5 3.1 1.1 3.6 65.5 1.1
300～ 217 92 16 2 5 101 1

100.0 42.4 7.4 0.9 2.3 46.5 0.5
無回答 55 6 1 0 0 41 7

100.0 10.9 1.8 0.0 0.0 74.5 12.7

図表２　労働組合の存在率
（SA）

資料出所：労働政策研究･研修機構（2007）『中小企業における労使コミュニケーションと労働条件決定』
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な
い
。
現
在
、
札
幌
労
組
は
、
組
織
化
の
成

功
率
が
高
い
が
、
そ
れ
は
、「
い
ま
ま
で
の
仲

間
た
ち
の
犠
牲
の
上
に
成
り
立
っ
た
」
も
の

で
あ
る
。
そ
の
犠
牲
と
は
、
組
織
化
は
「
マ

ニ
ュ
ア
ル
化
」
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
仮

に
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
し
て
も
「
決
し
て
マ
ニ
ュ

ア
ル
ど
お
り
に
は
い
か
な
い
」
か
ら
生
じ
た

経
験
で
あ
る
。
組
織
化
は
「
一
種
の
戦
闘
」

で
あ
る
か
ら
、
犠
牲
が
つ
き
ま
と
う
。
そ
の

た
め
、
組
織
化
は
「
決
し
て
生
易
し
い
も
の

で
は
な
い
」。

労
働
組
合
の
組
織
化
（
団
結
権
）
は
、
日

本
の
憲
法
二
八
条
と
労
働
組
合
法
で
保
障
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
知
る
労
働
者

や
経
営
者
は
そ
う
多
く
な
い
の
が
現
状
で
あ

る
。
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
労
働
組
合
の
幹
部

は
、
残
業
不
払
い
等
の
不
当
な
人
事
・
労
務

管
理
の
是
正
を
求
め
て
労
働
相
談
に
く
る
労

働
者
に
「
あ
な
た
た
ち
は
こ
ん
な
に
憲
法
で

労
働
三
権
（
筆
者
）
が
保
障
さ
れ
て
い
る
ん

だ
」
と
い
い
、
す
ぐ
組
合
結
成
に
動
く
よ
う

に
促
す
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、

「
生
ま
れ
た
て
の
赤
ん
坊
に
い
き
な
り
立
っ

て
歩
け
と
い
っ
て
い
る
の
と
同
じ
な
わ
け

で
」、
す
ぐ
つ
ぶ
れ
て
し
ま
う
。
鈴
木
書
記

長
は
、
そ
う
い
う
先
輩
た
ち
の
や
り
方
を
見

て
き
た
。

会
社
側
は
、
労
働
組
合
が
で
き
る
と
、「
会

社
が
つ
ぶ
れ
る
の
で
は
な
い
か
乗
っ
取
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か
」、「
い
ま
ま
で
ほ
し
い
ま

ま
に
し
て
き
た
労
働
分
配
の
と
こ
ろ
が
変

わ
っ
て
い
く
」
と
い
う
危
機
感
か
ら
必
死
に

な
り
、
そ
の
過
程
で
不
当
労
働
行
為
と
い
う

「
攻
撃
」が
起
き
て
し
ま
う
。「
そ
れ
に
き
ち
っ

と
耐
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
撃
ち
返
せ
る
か

ど
う
か
、
そ
こ
ま
で
見
極
め
て
」
組
織
化
に

踏
み
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
律
に
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
安
易
に
組

織
化
を
進
め
る
の
で
は
な
く
、
会
社
側
の
不

当
労
働
行
為
に
も
耐
え
ら
れ
る
か
を
見
極
め

て
組
織
化
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ

う
い
う
意
味
で
組
織
化
は
「
一
種
の
戦
闘
」

で
あ
り
、
そ
れ
に
勝
つ
た
め
の
決
意
を
持
つ

こ
と
が
先
決
で
あ
る
。

鈴
木
書
記
長
は
、
組
合
結
成
は
労
働
者
の

権
利
で
あ
る
と
か
、
組
織
化
し
た
後
の
バ
ラ

色
だ
け
を
伝
え
な
い
。
必
ず
、「
ど
う
い
う
リ

ス
ク
が
あ
る
か
」
を
伝
え
る
。
以
上
の
よ
う

に
、
労
働
組
合
の
法
的
保
障
、
組
合
結
成
の

リ
ス
ク
・
大
変
さ
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
認
識
し

た
う
え
で
、
組
織
化
の
決
意
を
す
る
よ
う
に

し
て
い
る
。

②
組
織
化
の
き
っ
か
け

組
織
化
は
、
基
本
的
に
労
働
相
談
か
ら
始

ま
る
。
労
働
相
談
に
く
る
ほ
と
ん
ど
の
労
働

者
は
、
札
幌
地
域
労
組
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
６
）を
み
て
同
労
組
を
認
知
す
る
。
た
ま
に

は
、
他
の
労
組
や
労
働
基
準
監
督
署
等
の
行

政
機
関
等
か
ら
の
案
内
を
み
て
認
知
す
る
こ

と
も
あ
る
。

組
織
化
の
き
っ
か
け
は
、
労
働
諸
条
件
に

対
す
る
不
満
、
経
営
体
質
へ
の
不
満
等
が
挙

げ
ら
れ
る（
７
）。
Ｃ
支
部
の
場
合
、
休
暇
、

会
社
法
律
違
反
責
任
の
従
業
員
転
嫁
と
そ
れ

に
伴
う
二
カ
月
二
〇
％
賃
下
げ
等
の
労
働
条

件
に
対
す
る
不
満
、
Ｓ
支
部
の
場
合
、
昇
給

な
し
、
残
業
手
当
の
不
払
い
、
賃
金
遅
配
の

恐
れ
、
経
営
者
不
正
の
濃
厚
等
、
そ
し
て
、

Ｈ
支
部
の
場
合
、
食
堂
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン

グ
に
伴
う
雇
用
不
安
が
組
織
化
の
直
接
な

き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。

③
組
織
化
の
進
め
方

労
働
組
合
の
結
成
動
機
を
持
っ
て
い
る
だ

け
で
組
織
化
を
進
め
る
わ
け
で
は
な
い
。
組

合
結
成
は
、
少
な
く
て
も
次
の
よ
う
な
三
つ

の
要
件
が
必
要
で
あ
る
。
第
一
に
、「
腹
を
く

く
る
」
人
が
い
る
こ
と
で
あ
る
。
労
働
相
談

は
す
る
も
の
の
、
い
つ
ま
で
も
社
名
や
名
前

を
明
か
さ
な
い
人
は
腹
を
く
く
っ
て
い
な
い
。

ま
た
、
組
合
結
成
の
た
め
の
執
行
部
の
構
成

の
際
に
、
執
行
部
に
自
分
の
名
前
を
載
せ
る

こ
と
を
嫌
う
か
躊
躇
す
る
人
も
腹
を
く
く
っ

て
い
な
い
。
第
二
に
、
組
合
結
成
を
決
意
す

る
人
が
複
数
人
（
約
三
人
以
上
）
い
る
こ
と

で
あ
る（
８
）。
最
初
の
労
働
相
談
は
、
大
体

一
人
か
ら
始
ま
る
が
、「
ど
ん
な
に
優
秀
で

あ
っ
て
も
一
人
だ
け
し
か
い
な
い
と
い
う
の

は
、
な
ん
ぼ
優
秀
な
人
が
い
て
も
、
周
り
に

そ
の
人
と
一
緒
に
お
茶
を
飲
ん
だ
り
、
わ
い

わ
い
が
や
が
や
で
き
る
人
間
関
係
づ
く
り
が

で
き
な
け
れ
ば
、
組
合
は
絶
対
で
き
な
い
」

か
ら
で
あ
る
。
決
意
す
る
人
は
必
ず
し
も
優

秀
じ
ゃ
な
く
て
も
「
た
だ
素
朴
な
正
義
感
と

か
、
曲
が
っ
た
こ
と
は
嫌
い
だ
と
か
、
酒
を

飲
ん
だ
ら
み
ん
な
で
わ
っ
と
盛
り
上
が
る
」

人
で
あ
れ
ば
問
題
な
い
と
い
う
。
一
人
だ
け

で
あ
れ
ば
、
個
人
的
な
恨
み
、
つ
ら
み
の
問

題
が
絡
む
こ
と
が
あ
る
。
第
三
に
、
従
業
員

の
過
半
数
を
味
方
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。

「
万
全
の
態
勢
で
臨
ん
で
も
、
や
っ
ぱ
り
多

数
派
を
と
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
」
こ
と

が
あ
る
。
し
か
し
、「
何
の
努
力
も
し
な
い
の

に
、
ぱ
っ
と
多
数
派
が
と
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ

る
」
と
い
う
。
従
業
員
の
心
は
、
会
社
の
対

応
や
他
の
従
業
員
の
動
向
等
に
よ
り
変
わ
る
。

そ
の
た
め
、
多
く
の
従
業
員
が
組
合
結
成
に

賛
同
す
る
ま
で
「
勝
ち
馬
効
果
」
の
流
れ
を

待
つ
の
が
重
要
で
あ
る（
９
）。

そ
の
間
、
多
数
派
獲
得
に
向
け
周
到
な
準

備
を
行
う
。
Ｓ
支
部
の
場
合
、
主
任
ク
ラ
ス

を
ま
ず
味
方
に
つ
け
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ

の
た
め
、
会
社
の
組
織
図
を
基
に
、
オ
ル
グ

の
た
め
の
組
織
図
を
新
た
に
作
り
、
味
方
に

つ
い
た
人
を
マ
ー
ク
し
た
。
過
半
数
獲
得
を

待
た
ず
に
組
織
化
に
踏
み
切
る
こ
と
も
少
な

く
な
い
。
緊
急
性
が
あ
る
場
合
で
あ
る
。
例

え
ば
、
就
業
規
則
の
不
利
益
変
更
や
解
雇
、

会
社
組
織
変
更
に
よ
る
転
籍
等
が
挙
げ
ら
れ

る
。
Ｈ
支
部
の
場
合
、
食
堂
部
門
の
ア
ウ
ト

ソ
ー
シ
ン
グ
に
伴
う
転
籍
を
防
ぐ
た
め
に
過

半
数
を
待
た
ず
に
組
織
化
に
踏
み
切
っ
た
。

④
組
織
結
成
通
知
と
不
当
労
働
行
為
へ
の
対
応

従
業
員
の
過
半
数
を
味
方
に
つ
け
る
と
、

組
合
結
成
大
会
を
行
い
、
そ
の
後
、
会
社
に

赴
き
組
合
結
成
を
通
知
す
る
。そ
の
際
、「『
労

働
組
合
法
』
に
つ
い
て
の
お
願
い
」
を
手
渡

し
て
説
明
を
行
う
が
、
そ
れ
は
、
主
に
不
当

労
働
行
為
に
か
か
わ
る
内
容
で
、
そ
う
い
う

行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
に
、
法
律
の
内
容
や

過
去
の
具
体
的
な
事
例（
10
）を
あ
げ
て
わ
か

り
や
す
く
記
述
し
て
あ
る
。

組
合
員
に
対
し
て
も
理
論
武
装
を
さ
せ
る

が
、
そ
れ
は
、
主
と
し
て
不
当
労
働
行
為
に

関
す
る
内
容
で
あ
り
、
上
記
の
「『
労
働
組

合
法
』
に
つ
い
て
の
お
願
い
」
と
ほ
ぼ
同
様

の
内
容
を
載
せ
た
ペ
ー
パ
ー
を
組
合
員
に
配

る
と
と
も
に
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
。

ペ
ー
パ
ー
に
は
、「
不
当
労
働
行
為
・
証
拠
保

全
メ
モ
」が
書
い
て
い
る
が
、そ
こ
に
は
、「
い

つ
、
ど
こ
で
、
誰
に
、
何
と
言
わ
れ
た
？
（
何

を
さ
れ
た
？
）」と
い
う
箇
条
書
き
欄
が
あ
り
、

不
当
労
働
行
為
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
記
入

す
る
よ
う
に
用
意
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
会
社
に
対
す
る
不
当
労
働

行
為
禁
止
の
お
願
い
や
組
合
員
へ
の
理
論
武

装
は
、
組
合
員
を
「
最
後
ま
で
絶
対
面
倒
み

よ
う
」
と
い
う
決
意
の
表
れ
で
あ
り
、
組
合

員
と
の
強
い
信
頼
関
係
を
維
持
す
る
た
め
で

あ
る
。
鈴
木
書
記
長
は
、「
少
数
組
合
に
な
っ
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た
か
ら
関
係
な
い
や
と
、
こ
れ
は
失
敗
し
た

ん
だ
と
見
捨
て
た
り
は
絶
対
し
な
い
。
自
分

が
手
が
け
た
組
合
結
成
は
、極
端
な
話
、た
っ

た
一
人
に
な
っ
て
も
最
後
ま
で
絶
対
面
倒
み

る
」
た
め
に
も
、
不
当
労
働
行
為
に
対
し
て

敏
感
で
あ
る
よ
う
に
指
導
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
新
規
組
合
を
絶
対
守
る
た
め
に
、「
悪
徳

経
営
者
の
感
覚
で
組
合
つ
ぶ
し
の
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
」
を
行
い
、
不
当
労
働
行
為
に

備
え
る
。

ま
た
、
結
成
通
知
の
と
き
に
組
合
員
の
名

前
を
明
か
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
組
合
員
が

腹
を
く
く
っ
た
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
不

当
労
働
行
為
か
ら
組
合
員
を
守
る
こ
と
が
で

き
る
。
会
社
は
、
不
当
労
働
行
為
の
禁
止
と

い
う
法
律
内
容
と
組
合
員
の
存
在
を
知
り
な

が
ら
、
不
当
労
働
行
為
を
す
る
の
は
難
し
い
。

不
当
労
働
行
為
の
立
証（
11
）に
は
、
多
く
の

労
力
が
費
や
さ
れ
る
の
で
で
き
る
だ
け
予
防

的
な
措
置
を
と
る
の
が
望
ま
し
い
。
組
合
員

に
も
「
名
前
が
出
た
以
上
は
、
あ
な
た
た
ち

に
対
し
て
嫌
が
ら
せ
が
起
き
た
ら
全
部
不
当

労
働
行
為
で
、そ
れ
は
守
る
よ
、お
れ
は
ガ
ー

ド
す
る
よ
」
と
伝
え
て
安
心
さ
せ
る
こ
と
も

肝
心
で
あ
る
。

⑤
集
団
的
労
使
関
係
の
構
築

札
幌
地
域
労
組
は
、
労
働
組
合
を
つ
く
る

と
、
集
団
的
労
使
関
係
構
築
の
た
め
に
当
該

会
社
側
と
労
働
協
約
を
締
結
す
る
。
会
社
と

の
交
渉
に
よ
っ
て
労
働
協
約
は
異
な
る
可
能

性
が
あ
る
が
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
労
働

協
約
（
案
）
を
会
社
側
に
提
示
し
て
い
る
。

「
会
社
と
組
合
は
、
健
全
で
明
る
い
労
使

関
係
を
目
指
し
、
労
働
各
関
係
法
の
精
神
に

基
づ
き
、
会
社
は
組
合
の
組
合
活
動
の
権
利

を
認
め
、
組
合
は
会
社
の
経
営
権
・
人
事
権

を
尊
重
し
て
、
下
記
の
労
働
協
約
を
締
結
し
、

互
い
に
誠
意
を
も
っ
て
こ
れ
を
遵
守
す
る
。

１
．
唯
一
交
渉
団
体
約
款

会
社
は
、
こ
の
組
合
が
労
働
条
件
に
関
す

る
唯
一
の
交
渉
団
体
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。

２
．
組
合
活
動
の
保
障

会
社
は
、
組
合
役
員
お
よ
び
組
合
員
が
正

当
な
組
合
活
動
を
お
こ
な
っ
た
事
を
理
由
と

し
て
、
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
な
い
。

３
．
組
合
活
動
の
原
則

組
合
活
動
は
、
原
則
と
し
て
労
働
時
間
外

に
お
こ
な
う
も
の
と
す
る
。
但
し
、
団
体
交

渉
、
労
使
の
協
議
及
び
、
上
部
団
体
の
主
催

す
る
会
議
へ
の
出
席
な
ど
、
会
社
が
了
承
し

た
場
合
に
お
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

４
．
就
業
時
間
中
の
例
外

会
社
は
、
就
業
時
間
中
で
あ
っ
て
も
、
業

務
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
限
り
に
お
い
て
、

組
合
員
へ
の
電
話
の
取
り
次
ぎ
、
面
会
、
郵

便
物
な
ど
の
取
り
次
ぎ
を
認
め
る
。

５
．
事
務
用
品
等
の
使
用

会
社
は
、
業
務
に
支
障
の
き
た
さ
な
い
限

り
に
お
い
て
、
組
合
に
事
務
用
品
の
使
用
、

電
話
、
複
写
機
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
パ
ソ
コ
ン

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
含
む
）
の
使
用
な
ど

を
認
め
る
。

６
．
会
社
施
設
の
利
用

会
社
は
、
労
働
組
合
の
会
議
、
打
合
せ
な

ど
で
会
社
内
の
施
設
の
利
用
の
申
し
入
が

あ
っ
た
場
合
、
業
務
の
支
障
の
無
い
か
ぎ
り
、

こ
れ
を
認
め
る
。
こ
の
場
合
、
組
合
は
会
社

施
設
の
管
理
、
後
始
末
等
に
責
任
を
持
つ
も

の
と
す
る
。

７
．
組
合
掲
示
板
の
貸
与

会
社
は
、
組
合
掲
示
板
を
貸
与
し
、
組
合

員
の
見
や
す
い
場
所
に
設
置
す
る
こ
と
を
認

め
る
。

８
．
組
合
事
務
所
の
貸
与

会
社
は
、
組
合
事
務
所
を
貸
与
す
る
。
場

所
は
会
社
内
と
す
る
が
、
具
体
的
場
所
に
つ

い
て
は
別
途
協
議
す
る
。

９
．
組
合
休
暇

会
社
は
、
組
合
員
に
対
し
年
間
一
〇
日
間

の
組
合
休
暇
を
認
め
る
。

10
．
チ
ェ
ッ
ク
オ
フ

会
社
は
、組
合
費
等
の
給
与
控
除（
チ
ェ
ッ

ク
オ
フ
）
を
実
施
し
、
組
合
の
指
定
し
た
金

融
機
関
に
振
り
込
む
。

11
．
事
前
協
議
制

会
社
は
組
合
員
の
労
働
条
件
（
降
格
・
昇

給
、
職
位
、
懲
戒
、
解
雇
、
職
種
、
賃
金
、

賞
与
、
退
職
金
、
職
務
分
担
、
勤
務
先
、
労

働
時
間
、
休
日
、
休
憩
な
ど
）
を
変
更
す
る

場
合
は
、
予
め
十
分
な
猶
予
を
も
っ
て
事
前

に
組
合
と
協
議
し
双
方
合
意
の
上
で
決
定
す

る
。

12
．
内
部
告
発
者
の
保
護

会
社
は
、
職
員
が
会
社
の
違
法
行
為
や
不

正
行
為
を
内
部
告
発
す
る
権
利
を
保
障
し
、

内
部
告
発
し
た
職
員
に
対
し
て
解
雇
そ
の
他

不
利
益
な
取
り
扱
い
を
一
切
し
な
い
。

13
．
協
定
の
有
効
期
限

こ
の
協
定
の
有
効
期
限
は
、
労
使
双
方
調

印
の
日
か
ら
三
年
間
有
効
と
す
る
。
以
後
、

有
効
期
限
の
三
カ
月
前
ま
で
に
労
使
双
方
か

ら
改
廃
の
意
思
表
示
が
な
い
場
合
は
、
更
に

一
年
毎
に
有
効
と
す
る
。」

札
幌
地
域
労
組
は
、
以
上
の
よ
う
な
労
働

協
約
に
基
づ
い
て
、
集
団
的
労
使
関
係
を
構

築
し
て
大
き
な
成
果
を
上
げ
た
。
今
回
調
査

し
た
三
支
部
の
事
例
を
挙
げ
れ
ば
次
の
通
り

で
あ
る
。
Ｃ
支
部
の
場
合
、
不
明
確
な
労
働

時
間
の
明
確
化
、
有
給
休
暇
の
法
定
通
り
の

獲
得
、
会
社
側
の
法
令
違
反
の
従
業
員
転
嫁

に
伴
う
二
〇
％
賃
下
げ
の
払
い
戻
し
等
で
あ

る
。
Ｓ
支
部
の
場
合
、
理
事
長
の
不
正
を
指

摘
し
経
営
の
健
全
化
を
図
っ
た
。
ま
た
、
フ

ル
タ
イ
ム
パ
ー
ト
職
員
の
臨
時
職
員
へ
の
身

分
変
更
、
定
期
昇
給
の
実
施
、
産
休
明
け
に

正
職
員
か
ら
臨
時
職
員
へ
の
自
動
降
格
さ
れ

た
職
員
の
正
職
員
へ
の
復
帰
、
過
去
未
払
い

残
業
の
支
給
、
ボ
ー
ナ
ス
の
大
幅
引
き
下
げ

の
阻
止
等
で
あ
る
。
Ｈ
支
部
の
場
合
、
食
堂

の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
の
阻
止
に
よ
る
雇
用

不
安
の
解
消
、
不
払
い
残
業
の
解
消
、
制
服

の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
・
使
い
捨
て
の
お
し
ぼ
り

導
入
等
に
よ
る
職
場
の
衛
生
管
理
の
改
善
、

六
〇
歳
定
年
後
の
再
雇
用
の
際
、
賃
金
大
幅

下
げ
の
阻
止
（
定
年
時
の
賃
金
四
〇
％
か
ら

六
〇
％
へ
）
等
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
な
成
果
に
よ
り
、
従
業
員
の

定
着
率
が
上
が
り
、
働
く
意
欲
が
高
ま
っ
た
。

ま
た
、
Ｓ
支
部
の
場
合
、
経
営
危
機
を
回
避

す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。

（
２
）
従
業
員
代
表
制
の
模
索（
12
）

①
従
業
員
代
表
制
の
必
要
性

経
営
者
の
低
い
労
働
組
合
の
必
要
性

日
本
の
正
社
員
一
〇
〇
〇
人
未
満
の
中
小

企
業
経
営
者
（
二
四
四
〇
社
か
ら
回
答
、
二

〇
〇
六
年
調
査
実
施
）
は
、
労
働
組
合
の
必

要
性
や
組
合
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
そ
れ
ほ

ど
強
く
認
識
し
て
い
な
い
。
実
際｢

労
働
組

合
は
会
社
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る｣

と
考
え

て
い
る
企
業
は
二
七
・
七
％
に
過
ぎ
ず
、
六

二
・
〇
％
は
そ
う
と
は
考
え
て
い
な
い
。
経

営
者
は
、
労
働
組
合
に
対
し
て｢

会
社
に
不

当
な
要
求
ば
か
り
を
す
る
組
織｣

（
六
七
・

九
％
）
と
か｢

労
働
組
合
が
あ
る
と
、
企
業

外
部
か
ら
経
営
へ
干
渉
が
行
わ
れ
や
す
い｣

（
四
五
・
四
％
）
と
は
思
っ
て
い
な
く
、
む

し
ろ｢

労
働
組
合
は
一
般
従
業
員
の
意
向
や

要
望
を
把
握
す
る
の
に
役
立
つ｣

（
五
〇
・

九
％
）、｢

労
働
組
合
は
経
営
の
意
向
を
一
般

従
業
員
に
伝
え
る
組
織
と
し
て
役
立
つ
」（
四
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六
・
三
％
）
と
肯
定
的
に
考
え
て
い
る
こ
と

に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
労
働
組
合
の
必

要
性
に
つ
い
て
は
低
い
回
答
率
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
労
働
組
合
は
、
労
働
者
の
自
主

的
な
団
体
で
あ
り
、
企
業
の
組
合
に
対
す
る

考
え
方
の
如
何
に
よ
っ
て
そ
の
結
成
が
阻
止

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
労

働
組
合
の
六
三
・
四
％
が
企
業
側
と
ユ
ニ
オ

ン
シ
ョ
ッ
プ
協
定
を
締
結
し
て
い
る
日
本
の

現
状（
13
）を
見
る
と
、
企
業
側
の
理
解
が
得

ら
れ
な
い
と
労
働
組
合
の
組
織
化
が
ス
ム
ー

ズ
に
い
か
な
い
可
能
性
が
あ
る
（
図
表
３
）。

労
使
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
高

い
志
向
性
と
課
題

ま
ず
、
中
小
企
業
は
労
使
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

な
考
え
方
を
持
っ
て
い
る
か
に
つ
い

て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
中
小
企
業

の
約
七
割
は｢

一
般
従
業
員
の
意
見

･

声
が
よ
く
伝
わ
っ
て
い
る｣

（
六

九
・
二
％
）、
ま
た
、｢

一
般
従
業

員
に
経
営
側
の
方
針
が
よ
く
伝
わ
っ

て
い
る｣

（
六
六
・
二
％
）
と
考
え
て
、

労
使
双
方
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
肯
定
的
な
反
応
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
約
六
割
は
、｢

従
業
員
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
受
け
皿
が

あ
る｣

（
六
一
・
一
％
）
と
答
え
て

い
る
。
こ
う
み
る
と
、
中
小
企
業
の

労
使
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
総
体

的
に
よ
い
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

し
か
し
、
労
使
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
具
体
的
な
方
法
や
担
い
手

を
見
る
と
課
題
が
残
る
。
ま
ず
、
第

一
に
、｢

社
員
会｣

、｢

親
睦
会｣

な
ど
の
従
業
員
組
織
が
あ
る
の
は
四

九
・
一
％
と
半
数
に
満
た
ず
、
そ
の

中
で
も｢

賃
金
改
定
、
労
働
時
間
、
福
利
厚

生
な
ど
の
労
働
条
件
を
経
営
側
と
話
し
合
う

活
動｣

（
二
二
・
八
％
）
や｢

生
産
計
画
や

経
営
方
針
に
つ
い
て
経
営
側
と
話
し
合
う
活

動｣

（
一
〇
・
二
％
）
を
行
う
従
業
員
組
織

は
三
三
・
〇
％
に
過
ぎ
な
い
。
第
二
に
、
労

使
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
実
態
を
よ
く
表

わ
す
基
本
賃
金
改
定
の
際
の
従
業
員
意
見
聴

取
に
つ
い
て
み
る
と
、
監
督
職
以
下
の
一
般

従
業
員
と
の
会
合
を
通
じ
て
従
業
員
の
意
見

聴
取
を
行
っ
て
い
る
企
業
の
割
合
は
四
割
弱

（
三
八
・
八
％
）
に
過
ぎ
ず
、
残
り
の
三
五
・

九
％
は｢

特
に
聞
い
て
い
な
い｣

、
ま
た
、

聞
い
た
と
し
て
も
二
四
・
七
％
は｢

課
長
ク

ラ
ス
以
上
の
管
理
職
と
の
会
合｣

に
留
め
て

い
る
。
第
三
に
、
就
業
規
則
変
更
の
際
に
労

働
者
の
意
見
書
作
成
も
過
半
数
組
合
か
従
業

員
代
表
が
作
成
し
て
い
る
の
は
三
五
・
七
％

に
過
ぎ
ず
、
四
一
・
四
％
の
企
業
は
、｢

従

業
員
の
日
々
の
意
見
を
基
に
会
社
側
が
作
成

し
た｣

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
四
に
、
三

六
協
定
の
締
結
時
の
従
業
員
過
半
数
代
表
者

に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
の
代
表
者
の
二
割
以

上
（
二
三
・
八
％
）
は
課
長･

部
長
ク
ラ
ス

以
上
の
職
位
に
つ
い
て
い
る
人
で
あ
り
、
ま

た
、
代
表
者
選
出
に
お
い
て
も
選
挙
、
信
任
、

話
し
合
い
の
方
法
で
代
表
者
を
選
出
す
る
の

は
四
九
・
九
％
に
過
ぎ
ず
、
残
り
の
三
九
・

四
％
は｢

社
員
会･

親
睦
会
な

ど
の
代
表
者
が
自
動
的
に
過
半

数
代
表
者
に
な
っ
た
り｣

（
一

一
・
二
％
）｢

会
社
側
が
指
名

し
た
り｣

（
二
八
・
二
％
）（
図

表
４
参
照
）
し
て
選
ん
で
い
る
。

従
業
員
過
半
数
代
表
が
民
主
的

な
手
続
き
に
基
づ
い
て
選
ば
れ

て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

こ
の
よ
う
に
労
使
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
具
体
的
な
側
面

を
見
る
と
、
総
体
的
に
労
使
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
よ
い
と

す
る
会
社
側
の
認
識
と
は
違
っ

て
、
労
働
者
側
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
担
い
手
や
意
見

反
映
に
少
な
か
ら
ぬ
課
題
が
み

て
と
れ
る
。

中
小
企
業
の
多
く
の
社
長

（
七
二
・
六
％
）
は｢

一
般
従

業
員
の
意
向
や
要
望
を
十
分
に

把
握
し
経
営
を
行
う
べ
き
だ｣

と
い
う
労
使
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
高

い
志
向
性
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
効
果

的
に
実
現
さ
れ
る
た
め
に
も
労
働
者
側
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
担
い
手
や
意
見
反
映

に
お
け
る
課
題
は
解
決
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
一
つ
と
し
て
、
従
業
員
代
表
制
を
模
索

す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

②
従
業
員
代
表
制
の
あ
り
方

・
労
働
組
合
と
の
関
係

労
働
組
合
は
、
憲
法
二
八
条
と
労
働
組
合

法
に
基
づ
く
労
働
者
の
自
主
的
な
団
体
で
あ

り
、
そ
の
正
当
な
活
動
は
法
律
に
よ
り
保
障

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
従
業
員
代
表
制

の
存
在
が
労
働
組
合
の
正
当
な
活
動
を
萎
縮

あ
る
い
は
阻
害
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
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図表４　従業員過半数代表者選出方法

資料出所：労働政策研究･研修機構（2007）『中小企業における労使コミュニケーション
と労働条件決定』
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図表３　労働組合に関する考え方

資料出所：労働政策研究･研修機構（2007）『中小企業における労使コミュニケーションと労働条件決定』
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な
い
と
い
う
当
為
性
が
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で

は
な
く
、
労
働
組
合
は
、
企
業
の
雇
用
削
減

の
選
択
お
よ
び
、
そ
の
際
に
と
ら
れ
る
措
置

に
お
い
て
従
業
員
組
織
に
比
べ
て
優
位
性
を

保
持
し
て
い
る
と
い
う
現
実
的
な
優
位
性
も

担
保
さ
れ
て
い
る（
14
）。
労
働
者
保
護
と
い

う
視
点
に
立
て
ば
、
労
働
組
合
の
当
為
性
や

優
位
性
が
確
保
さ
れ
る
形
で
従
業
員
代
表
制

を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

・�

従
業
員
代
表
制
の
存
在
意
義
と
従
業
員
組

織
と
の
関
係

中
小
企
業
調
査
で
は
、
従
業
員
代
表
制
の

必
要
性
や
存
在
意
義
に
つ
い
て
直
接
聞
い
た

わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
従
業
員
代
表

制
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
企
業
の

考
え
方
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
従
業
員
代
表
制
が
何
ら
か
の
従
業

員
組
織
の
性
質
を
帯
び
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
中
小
企
業
調
査
の
従

業
員
組
織
に
関
す
る
調
査
項
目
か
ら
従
業
員

代
表
制
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
推
察
す
る
こ

と
に
す
る
。
同
調
査
に
よ
る
と
、四
九
・
一
％

の
企
業
に｢

社
員
会｣

や｢

親
睦
会｣

な
ど

の
従
業
員
組
織
が
あ
っ
た
。
従
業
員
組
織
に

は
、｢

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
親
睦
活

動｣

（
い
わ
ゆ
る｢

親
睦
型
従
業
員
組
織
」）

や｢

慶
弔
金
や
貸
付
金
な
ど
の
共
済･

互
助

活
動｣

を
行
う
の
が
そ
れ
ぞ
れ
八
三
・
〇
％
、

六
一
・
二
％
と
多
く
あ
っ
た
が
、｢

従
業
員

の
苦
情
処
理
活
動｣

（
一
六
・
〇
％
）、｢

生

産
計
画
や
経
営
方
針
に
つ
い
て
経
営
側
と
話

し
合
う
活
動｣

（
一
〇
・
二
％
）
も
あ
り
、

さ
ら
に
は
、｢

賃
金
改
定
、
労
働
時
間
、
福

利
厚
生
な
ど
の
労
働
条
件
を
経
営
側
と
話
し

合
う
活
動｣

（
い
わ
ゆ
る｢

発
言
型
従
業
員

組
織｣

）
を
行
う
の
も
二
二
・
八
％
で
あ
っ
た
。

労
働
政
策
研
究･

研
修
機
構（
二
〇
〇
七
）『
中

小
企
業
に
お
け
る
労
使
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
と
労
働
条
件
決
定
』
の
第
Ⅱ
部
第
１
章
で

具
体
的
に
分
析
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、｢

発

言
型
従
業
員
組
織｣

の
あ
る
企
業
が
、｢

親

睦
型
従
業
員
組
織｣

や
従
業
員
組
織
も
労
働

組
合
も
な
い｢

未
組
織
タ
イ
プ｣

企
業
よ
り

情
報
伝
達
機
能
や
人
事･

労
務
管
理
制
度
の

導
入
度
、
離
職
率
の
低
下
度
に
お
い
て
優
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な｢

発
言
型
従
業
員
組

織｣

の
効
果
を
鑑
み
る
と
、
従
業
員
代
表
制

を
導
入
す
る
際
に
、｢

発
言
型
従
業
員
組
織

｣

の
長
所
を
活
か
す
形
で
検
討
す
る
こ
と
も

重
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
従
業
員
過
半
数
代

表
の
選
出
方
法
や
役
割
等
に
か
か
わ
る
検
討

課
題
は
多
い
が
、
既
存
の｢

発
言
型
従
業
員

組
織｣
を
従
業
員
代
表
制
と
み
な
す
こ
と
も

選
択
肢
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

・
従
業
員
代
表
制
の
組
織
と
役
割

現
在
、
従
業
員
過
半
数
代
表
者
は
、
三
六

協
定
、
就
業
規
則
の
変
更
等
に
お
い
て
労
使

協
定
や
意
見
聴
取
の
際
に
過
半
数
組
合
が
な

い
場
合
、
従
業
員
過
半
数
代
表
と
し
て
協
定

を
結
ん
だ
り
意
見
聴
取
に
応
じ
た
り
す
る
も

の
と
し
て
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
間
歇
的

な
場
面
に
お
い
て
の
役
割
が
求
め
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
今
回
の
調
査
を
通
じ
て
、
中
小

企
業
の
多
く
の
社
長
（
七
二
・
六
％
）
は｢

一
般
従
業
員
の
意
向
や
要
望
を
十
分
に
把
握

し
経
営
を
行
う
べ
き
だ｣

と
い
う
考
え
方
を

も
っ
て
い
る
こ
と
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
明

ら
か
に
な
り
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
満
た

す
形
で
従
業
員
代
表
制
を
導
入
す
る
ほ
う
が

望
ま
し
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
よ

う
な
考
え
方
の
強
い
企
業
の
方
が
一
般
従
業

員
に
対
す
る
経
営
情
報
の
開
示
度
、
労
使
双

方
情
報
伝
達
度
が
高
く
、
従
業
員
の
経
営
へ

の
協
力
を
よ
く
得
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
、
こ
の
考
え
方
が
特
に
強
い
企
業
は
、
一

九
九
〇
年
以
降
、
業
績
悪
化
に
よ
る
経
営
危

機
を
経
験
せ
ず
に
企
業
業
績
を
一
貫
し
て
上

昇
さ
せ
て
い
る
と
い
う
効
果
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る（
15
）。
一
般
従
業
員
の
意

向
や
要
望
を
十
分
に
把
握
す
る
方
法
は
様
々

で
あ
り
う
る
が
、
以
上
の
よ
う
な
効
果
を
実

現
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
限
り
、
把
握
主
体

は
労
使
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
と

し
て
の
常
設
機
関
で
あ
っ
た
ほ
う
が
望
ま
し

い
。労

使
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
の

ひ
と
つ
と
し
て
従
業
員
代
表
制
を
考
え
る
時

に
、
代
表
の
選
出
を
ど
う
す
べ
き
で
あ
る
の

か
。
中
小
企
業
調
査
で
三
六
協
定
の
際
の
過

半
数
代
表
者
の
選
出
方
法
に
つ
い
て
聞
い
て

み
た
が
、
法
の
定
め
る
民
主
的
手
続
き
と
見

ら
れ
る
選
挙
、
信
任
、
全
従
業
員
の
話
し
合

い
、
職
場
ご
と
の
代
表
者
に
よ
る
話
し
合
い

に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
の
は
、
前
記
の
と
お

り
、
全
体
で
四
九
・
九
％
に
過
ぎ
ず
、
残
り

の
三
九
・
四
％
は
会
社
指
名
か
社
員
会
等
の

代
表
者
が
自
動
的
に
な
っ
た
。
企
業
規
模
別

に
み
て
、
民
主
的
手
続
き
に
よ
る
選
出
方
法

が
五
割
以
上
を
占
め
て
い
る
の
は
五
〇
人
以

上
の
企
業
で
あ
っ
た
。
従
業
員
代
表
制
の
導

入
の
際
に
、
代
表
選
出
の
民
主
的
手
続
き
の

あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
は
議
論
が
必
要
で
あ

る
が
、
差
し
当
た
り
中
小
企
業
調
査
の
結
果

か
ら
見
る
限
り
、
五
〇
人
以
上
の
企
業
で
あ

れ
ば
、
代
表
の
民
主
的
手
続
き
は
確
保
さ
れ

る
可
能
性
が
あ
る
程
度
高
い
と
判
断
さ
れ
る
。

代
表
の
選
出
に
か
か
わ
り
、
中
小
企
業
調

査
分
析
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
の
も
う
ひ

と
つ
は
、
就
業
規
則
変
更
時
の
従
業
員
の
意

見
書
作
成
方
法
に
お
い
て
、｢
選
挙
ま
た
は

信
任
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
従
業
員
代
表
者

が
作
成
し
た｣

と
答
え
た
企
業
が
考
え
る
就

業
規
則
変
更
結
果
に
対
す
る
従
業
員
の
納
得

度
は
、｢

従
業
員
の
日
々
の
意
見
を
基
に
会

社
側
が
作
成
し
た｣

や｢

過
半
数
組
合
が
作

成
し
た｣

等
の
そ
れ
よ
り
高
か
っ
た
こ
と
で

あ
る（
16
）。
こ
れ
を
み
る
限
り
、
過
半
数
労

働
組
合
の
組
織
さ
れ
て
い
る
企
業
に
は
従
業

員
代
表
制
を
導
入
し
な
い
と
す
る｢

補
完
的

従
業
員
制
度｣

を
採
択
す
る
と
し
て
も
、
過

半
数
組
合
が
従
業
員
代
表
者
と
し
て
の
役
割

を
果
た
し
、
従
業
員
の
納
得
度
を
よ
り
高
め

る
た
め
に
は
、
改
め
て
全
従
業
員
か
ら
の
選

挙
や
信
任
に
よ
り
選
出
さ
れ
る
こ
と
も
選
択

肢
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

従
業
員
代
表
制
の
役
割
を
考
え
る
際
に
、

前
述
し
た
よ
う
に
、
憲
法
二
八
条
や
労
働
組

合
法
に
基
づ
く
労
働
者
基
本
権
を
尊
重
す
る

こ
と
を
前
提
に
、
で
き
る
だ
け｢

発
言
型
従

業
員
組
織｣

（
17
）に
近
い
役
割
を
与
え
る
こ

と
が
労
使
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
円
滑
化

に
つ
な
が
る
と
み
ら
れ
る
。

最
後
に
、
従
業
員
代
表
制
を
模
索
す
る
時

に
、
何
よ
り
も
重
要
な
実
効
性
に
つ
い
て
言

及
し
て
お
き
た
い
。
従
業
員
代
表
制
の
内
容

を
い
く
ら
素
晴
ら
し
い
も
の
に
し
て
も
実
効

性
が
伴
わ
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
企
業
の

労
使
が
現
実
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
内
容
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
受
け
入

れ
ら
れ
る
体
制
が
整
っ
て
い
る
企
業
規
模
か

ら
従
業
員
代
表
制
を
導
入
す
る
こ
と
が
肝
要

で
あ
る
。
三
六
協
定
締
結
の
従
業
員
代
表
者

の
選
出
方
法
か
ら
推
察
す
る
限
り
従
業
員
代

表
制
の
民
主
的
な
代
表
選
出
が
五
割
以
上
で

あ
る
の
は
五
〇
人
以
上
の
規
模
で
あ
る
こ
と

は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
り
、
参
考
に
す
べ

き
で
あ
る
。
ま
た
、
従
業
員
代
表
制
が
実
施

さ
れ
て
も
所
期
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
と
は

限
ら
な
い
。
前
述
の
三
六
協
定
や
就
業
規
則

変
更
時
の
従
業
員
意
見
書
作
成
の
実
態
を
み
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る
と
頷
け
る
だ
ろ
う
。
従
業
員
代
表
制
の
目

的
と
実
行
の
状
況
を
照
ら
し
合
わ
せ
制
度
の

改
善
や
実
態
の
向
上
を
図
り
な
が
ら
、
よ
り

望
ま
し
い
従
業
員
代
表
制
を
目
指
す
と
い
う

中
長
期
的
で
段
階
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
何
よ

り
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

３
．
再
構
築
に
む
け
て

日
本
の
大
企
業
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
中

小
企
業
の
経
営
者
も
そ
の
多
く
は
終
身
雇
用

に
肯
定
的
で
あ
り
親
和
的
で
あ
る（
18
）。
ま

た
、
七
割
以
上
の
中
小
企
業
経
営
者
が
「
一

般
従
業
員
の
意
向
や
要
望
を
十
分
に
把
握
し

経
営
を
行
う
べ
き
だ
」
と
認
識
し
て
い
る
。

し
か
し
、
一
般
従
業
員
の
意
向
や
要
望
を
集

約
し
伝
え
る
具
体
的
な
シ
ス
テ
ム
は
、
実
態

と
し
て
乏
し
い
。
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る

必
要
が
あ
る
。
最
も
望
ま
し
い
手
段
は
、
労

働
組
合
で
あ
る
が
、
い
ま
ま
で
組
合
の
組
織

化
が
進
ん
だ
と
は
言
え
な
い
状
況
で
あ
る
。

し
か
し
、
確
実
に
組
織
化
を
進
め
て
き
た
組

合
も
あ
る
。
そ
の
秘
訣
を
共
有
す
る
こ
と
が

何
よ
り
も
緊
要
で
あ
る
と
思
い
、
札
幌
地
域

労
組
の
取
り
組
み
を
紹
介
し
た
。
労
働
組
合

の
組
織
化
は
、
一
般
従
業
員
の
生
の
声
を
集

約
し
経
営
側
に
伝
え
る
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
。
組
合
結
成
に
よ
り
、
会
社
の
経

営
が
変
わ
り（
19
）、
利
益
を
大
幅
に
上
げ
て

働
き
甲
斐
の
あ
る
会
社
を
目
指
す
労
使
関
係

を
構
築
し
た
企
業
も
あ
る
。
そ
の
企
業
の
経

営
者
は
、
不
当
労
働
行
為
を
行
わ
ず
、「
労
働

組
合
を
尊
重
し
、
是
は
是
、
非
は
非
と
し
て

堂
々
と
議
論
を
戦
わ
せ
な
が
ら
、
話
し
合
い

を
し
な
が
ら
問
題
を
解
決
し
た
」
の
で
あ
る
。

組
合
の
組
織
化
は
、
憲
法
と
労
働
組
合
法

に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現

実
で
は
、「
一
種
の
戦
闘
」
と
し
て
組
織
化
を

進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
で
あ
る
。
労

働
組
合
法
は
組
織
化
の
促
進
を
も
制
定
の
目

的
と
し
て
い
る
。
法
令
遵
守
の
徹
底
化
を
は

か
り
、
不
当
労
働
行
為
を
根
絶
す
る
こ
と
が

組
織
化
の
進
展
に
寄
与
し
、
集
団
的
労
使
関

係
の
再
構
築
に
つ
な
が
る
と
み
ら
れ
る
。
そ

の
際
、
重
要
な
の
は
、
労
働
者
の
基
本
的
権

利
や
そ
の
法
的
保
障
に
つ
い
て
大
学
ま
で
の

教
育
過
程
で
教
え
る
こ
と
、
ま
た
、
経
営
者

に
対
し
て
は
改
め
て
労
働
教
育
を
徹
底
化
す

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
労
働
教
育
が
進

ん
で
い
な
い
現
状
に
お
い
て
、
札
幌
地
域
労

組
の
組
織
化
の
秘
訣
は
有
効
で
あ
り
、
多
く

の
組
合
に
示
唆
を
与
え
て
い
る
と
考
え
る
。

他
方
、
組
合
の
組
織
化
が
進
ん
で
い
な
い

現
状
を
踏
ま
え
て
、
上
記
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋

め
る
も
う
一
つ
の
方
法
と
し
て
は
、
従
業
員

代
表
制
を
模
索
す
べ
き
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

従
業
員
代
表
制
の
中
身（
20
）よ
り
も
模
索
の

必
要
性
と
、
労
働
組
合
と
の
関
係
に
お
い
て

の
仕
組
み
に
つ
い
て
、
中
小
企
業
調
査
の
実

態
を
踏
ま
え
て
簡
単
に
記
し
た
。
多
く
の
労

働
関
連
法
に
お
い
て
、
従
業
員
過
半
数
代
表

の
役
割
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
、
恒
常

的
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
従
業
員
代
表
制
が
法

律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
従
業
員

代
表
制
は
、
憲
法
と
労
働
組
合
法
に
基
づ
く

労
働
組
合
の
優
位
性
を
担
保
す
る
形
で
模
索

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
従
業
員
代
表
制
が
労

働
組
合
の
活
動
を
弱
め
た
り
代
替
し
た
り
し

て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
従
業
員
過
半
数
代

表
は
、
民
主
的
な
手
続
き
に
よ
っ
て
選
出
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
形
で
従

業
員
代
表
制
の
導
入
が
模
索
さ
れ
れ
ば
、
労

働
組
合
は
従
業
員
代
表
制
を
組
織
拡
大
の

チ
ャ
ン
ス
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
低

下
し
続
け
る
企
業
内
組
織
率
を
上
げ
る
と
と

も
に
未
組
織
企
業
に
労
働
組
合
を
結
成
し
て

集
団
的
労
使
関
係
の
再
構
築
を
図
る
の
に
従

業
員
代
表
制
は
有
効
で
あ
る
。
チ
ャ
ン
ス
を

具
現
化
す
る
た
め
に
は
、
労
働
組
合
の
存
在

意
義
を
労
働
者
だ
け
で
は
な
く
経
営
者
や
社

会
に
も
明
確
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
労
働
組
合
の
自
己
省
察

が
求
め
ら
れ
る
。

〔
注
〕

１
．
直
近
の
非
正
規
労
働
者
の
組
織
化
に
つ
い
て
は
、
連

合
総
研
（
二
〇
〇
八
）「
非
正
規
労
働
者
の
組
織
化
」
調

査
報
告
書―

二
一
世
紀
の
日
本
の
労
働
組
合
活
動
に
関

す
る
調
査
研
究
Ⅰ
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
組
織
化
の
類

型
に
つ
い
て
は
呉
学
殊
（
二
〇
〇
四
）｢

パ
ー
ト
タ
イ

マ
ー
の
組
織
化
と
意
見
反
映
シ
ス
テ
ム
ー
同
質
化
戦
略

と
異
質
化
戦
略｣

『
日
本
労
働
研
究
雑
誌
』
Ｎ
ｏ
．
５

２
７
を
参
照
さ
れ
た
い
。

２
．
二
〇
〇
六
年
に
実
施
し
た
調
査
は
、
二
四
四
〇
社
か

ら
回
答
を
得
た
。
具
体
的
な
調
査
方
法
や
内
容
に
つ
い

て
は
、
労
働
政
策
研
究･

研
修
機
構
（
二
〇
〇
七
）『
中

小
企
業
に
お
け
る
労
使
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
労
働

条
件
決
定
』
を
参
照
さ
れ
た
い
。

３
．
労
働
政
策
研
究･

研
修
機
構
（
二
〇
〇
七
）『
中
小
企

業
に
お
け
る
労
使
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
労
働
条
件

決
定
』

４
．
実
質
的
新
設
組
合
か
ら
事
業
所
の
新
設
・
拡
張
に
よ

る
新
設
組
合
を
引
い
た
値
で
あ
る
。
厚
生
労
働
省
（
二

〇
〇
八
）「
労
働
組
合
基
礎
調
査
報
告
」。

５
．
札
幌
地
域
労
組
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
七
年
度
よ
り

調
査
研
究
を
進
め
て
い
る
「
労
働
組
合
の
労
働
紛
争
解

決
・
予
防
へ
の
取
組
に
関
す
る
研
究
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
一
環
と
し
て
、
同
労
組
の
属
し
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
ユ
ニ
オ
ン
調
査
の
一
つ
と
し
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
調

査
を
行
っ
た
。
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
は
、
同
労
組
だ
け
で

は
な
く
、
同
労
組
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
三
つ
の
支
部

（
Ｃ
支
部
：
組
合
員
三
四
人
、
Ｓ
支
部
六
七
人
、
Ｈ
支

部
四
〇
人
）
に
対
し
て
も
一
二
月
九
日
と
一
〇
日
に
わ

た
っ
て
行
っ
た
。
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
札
幌
地

域
労
組
の
鈴
木
一
書
記
長
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
支
部

の
方
々
に
こ
の
場
を
借
り
て
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
。

ま
た
、二
〇
〇
九
年
一
〇
月
一
七
～
一
八
日
に
北
海
道
・

十
勝
で
開
催
さ
れ
た
「
第
二
一
回
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ユ

ニ
オ
ン
全
国
交
流
集
会
」
の
分
科
会
「
潰
さ
れ
な
い
組

合
結
成
の
秘
訣
」
で
鈴
木
書
記
長
が
行
っ
た
講
演
内
容

も
大
い
に
活
用
し
た
。
組
織
化
に
つ
い
て
は
、
今
後
、

他
の
組
合
に
つ
い
て
も
調
査
を
行
う
予
定
で
あ
る
。
な

お
、「
労
働
組
合
の
労
働
紛
争
解
決
・
予
防
へ
の
取
組
に

関
す
る
研
究
」
の
研
究
成
果
は
、
労
働
政
策
研
究
・
研

修
機
構
（
二
〇
〇
九
）『
労
働
紛
争
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
と

解
決
プ
ロ
セ
ス
ー
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ユ
ニ
オ
ン
（
九
州

地
方
）
の
事
例―

』
労
働
政
策
研
究
報
告
書
Ｎ
ｏ
．
１

１
１
で
あ
る
。

６
．
札
幌
地
域
労
組
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
は
次
の

通
り
で
あ
る
。http://w

w
w
.infosnow

.ne.jp/~sgu/

７
．
一
九
九
九
年
、
過
去
三
年
の
間
結
成
さ
れ
た
新
規
労

働
組
合
に
対
し
て
行
っ
た
調
査
で
は
、
労
働
組
合
結
成

動
機
（
複
数
回
答
）
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。「
労
働

諸
条
件
に
対
す
る
不
満
」（
五
六
・
三
％
）、「
経
営
体
質

へ
の
不
満
」（
三
四
・
〇
％
）、「
外
部
の
オ
ル
グ
の
働
き

か
け
」（
一
九
・
四
％
）、「
親
企
業
の
組
合
か
ら
の
働
き

か
け
」（
一
四
・
六
％
）、「
雇
用
調
整
・
合
理
化
へ
の
対

応
」（
一
三
・
六
％
）、「
経
営
側
か
ら
の
働
き
か
け
」（
一

一
・
七
％
）、「
既
存
の
組
合
へ
の
不
信
・
不
満
」（
九
・

七
％
）、「
同
業
種
企
業
で
の
組
合
結
成
に
刺
激
さ
れ

て
」（
七
・
八
％
）、「
分
社
化
に
伴
っ
て
」（
四
・
九
％
）

の
順
で
あ
っ
た
。
詳
し
く
は
呉
学
殊
（
二
〇
〇
〇
）「
労

働
組
合
結
成
と
労
使
関
係
、
企
業
経
営
」『
日
本
労
働
研

究
雑
誌
』
Ｎ
ｏ
．
４
８
５
、
日
本
労
働
研
究
機
構
を
参

照
さ
れ
た
い
。

８
．
Ｃ
支
部
の
場
合
、
二
人
、
Ｓ
支
部
の
場
合
、
四
人
が

腹
を
く
く
り
労
働
相
談
に
訪
れ
た
。

９
．最
も
長
く
待
っ
た
の
は
一
年
六
カ
月
間
だ
っ
た
と
い
う
。

10
．
例
え
ば
、
①
職
員
を
個
別
に
呼
び
事
情
聴
取
（
組
合

か
ら
の
脱
退
を
勧
誘
・
組
合
加
入
へ
の
妨
害
）、
②
労

働
条
件
（
賃
金
・
労
使
慣
行
・
配
転
・
出
張
・
出
向
な

ど
）
を
組
合
と
協
議
な
く
変
更
す
る
。
③
組
合
を
結
成

し
た
こ
と
で
担
当
業
務
を
変
更
し
た
り
、
従
来
よ
り
厳

し
い
労
務
管
理
を
す
る
。
④
組
合
を
結
成
し
た
こ
と
で
、

組
合
員
の
あ
ら
さ
が
し
を
し
て
処
分
す
る
。
⑤
職
員
の

ま
え
で
、
管
理
職
が
不
安
を
煽
る
言
動
を
す
る
（
組
合

が
あ
る
と
会
社
の
業
績
が
悪
化
す
る
、
潰
れ
る
な
ど
、

組
合
批
判
と
受
け
取
れ
る
言
動
）。
⑥
組
合
員
に
対
し

昇
給
・
賞
与
な
ど
で
差
を
つ
け
た
り
、
他
の
職
員
と
比

較
し
、
厳
し
い
処
分
を
す
る
。
⑦
雇
用
契
約
の
更
新
を

拒
否
す
る
（
契
約
社
員
・
臨
時
・
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ

ト
等
の
場
合
）。⑧
身
元
保
証
人
や
両
親
な
ど
に
連
絡
し
、

組
合
員
に
圧
力
を
か
け
る
。
⑨
上
部
組
織
か
ら
の
脱
退

勧
誘
や
、
組
合
の
役
員
構
成
等
に
ク
レ
ー
ム
を
つ
け
る
。

⑩
団
体
交
渉
に
権
限
の
な
い
も
の
を
出
席
さ
せ
、
明
確

な
回
答
を
せ
ず
に
終
始
す
る
。
⑪
組
合
か
ら
の
要
求
事

項
に
対
し
て
、
交
渉
を
経
ず
に
決
定
し
強
行
す
る
。

11
．
不
当
労
働
行
為
が
発
生
し
た
ら
、
そ
の
立
証
は
、
で

き
る
だ
け
一
つ
の
確
実
な
不
当
労
働
行
為
に
的
を
絞
る

こ
と
が
救
済
命
令
を
確
実
に
引
き
出
す
の
に
有
効
で
あ

り
、
ま
た
、
時
間
や
労
力
の
軽
減
に
つ
な
が
る
。

12
．
こ
の
部
分
は
、
労
働
政
策
研
究･

研
修
機
構
（
二
〇

〇
七
）『
中
小
企
業
に
お
け
る
労
使
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
と
労
働
条
件
決
定
』
労
働
政
策
研
究
報
告
書
Ｎ
ｏ
．

９
０
第
Ⅳ
部
「
中
小
企
業
の
労
使
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
と
従
業
員
代
表
制
の
模
索
」
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
転
載

し
若
干
修
正
・
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
調
査
の
詳
細
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な
内
容
は
、
同
報
告
書
を
参
照
さ
れ
た
い
。
以
下
、
中

小
企
業
調
査
と
は
、
同
報
告
書
の
た
め
に
行
っ
た
調
査

を
い
う
。

13
．
厚
生
労
働
省
（
二
〇
〇
三
）『
労
働
組
合
実
態
調
査
報

告
』。

14
．｢

発
言
型
従
業
員
組
織｣

の
あ
る
企
業
が
労
働
組
合

の
あ
る
企
業
に
比
べ
て
高
い
レ
ベ
ル
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
労
働
政
策
研
究･

研
修
機

構
（
二
〇
〇
七
）『
中
小
企
業
に
お
け
る
労
使
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
と
労
働
条
件
決
定
』
第
Ⅱ
部
第
１
章
を
参

照
さ
れ
た
い
。

15
．
労
働
政
策
研
究･

研
修
機
構
（
二
〇
〇
七
）『
労
働
条

件
決
定
シ
ス
テ
ム
の
現
状
と
方
向
性
』、
呉
執
筆
部
分

を
参
照
さ
れ
た
い
。

16
．
具
体
的
に
は
、
労
働
政
策
研
究･

研
修
機
構
（
二
〇

〇
七
）『
中
小
企
業
に
お
け
る
労
使
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
と
労
働
条
件
決
定
』
第
Ⅲ
部
第
２
章
を
参
照
さ
れ
た

い
。

17
．｢

発
言
型
従
業
員
組
織｣

が
他
の
従
業
員
組
織
に
対

す
る
優
位
性
に
つ
い
て
は
、
労
働
政
策
研
究
研
修
機
構

（
２
０
０
７
）『
中
小
企
業
に
お
け
る
労
使
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
と
労
働
条
件
決
定
』
第
Ⅱ
部
第
１
章
を
参

照
さ
れ
た
い
。

18
．
終
身
雇
用
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
一
〇
〇
〇
人
以
上

大
企
業
は
、「
原
則
と
し
て
こ
れ
か
ら
も
終
身
雇
用
」
三

三
・
八
％
、「
終
身
雇
用
の
部
分
的
修
正
は
や
む
を
得
な

い
」
四
四
・
三
％
と
七
八
・
一
％
が
終
身
雇
用
に
つ
い

て
肯
定
的
で
あ
る
。
一
〇
〇
〇
人
未
満
の
中
小
企
業
も

そ
れ
ぞ
れ
三
七
％
と
三
四
・
八
％
と
七
一
・
八
％
が
肯

定
的
で
あ
っ
た
。
一
方
、
否
定
的
な
割
合
は
、「
終
身
雇

用
の
基
本
的
な
見
直
し
が
必
要
」（
大
企
業
一
七
・
一
％
、

中
小
企
業
一
一
・
七
％
）、「
現
在
も
終
身
雇
用
に
な
っ

て
お
ら
ず
、
こ
の
ま
ま
で
よ
い
」（
同
、
三
・
八
％
、
一

五
％
）
で
あ
っ
た
。
詳
し
く
は
、
労
働
政
策
研
究･

研

修
機
構
（
二
〇
〇
七
）『
中
小
企
業
に
お
け
る
労
使
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
労
働
条
件
決
定
』
を
参
照
さ
れ

た
い
。

19
．
組
合
員
か
ら
「
職
場
の
規
律
が
な
い
」「
企
業
経
営
に

一
貫
性
が
な
い
」「
総
括
が
な
い
」
と
の
指
摘
を
受
け
て
、

そ
れ
を
改
善
す
る
形
で
企
業
経
営
を
改
善
し
た
。
具
体

的
に
は
、
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
（
二
〇
〇
六
）

『
中
小
企
業
に
お
け
る
労
使
関
係
と
労
働
条
件
決
定
シ

ス
テ
ム
の
実
態―

ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
報
告
』
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ

Ｔ
調
査
シ
リ
ー
ズ
Ｎ
ｏ
．
１
６
の
第
３
章
を
参
照
さ
れ

た
い
。

20
．
従
業
員
代
表
制
の
具
体
的
な
中
味
の
紹
介
は
、
労
働

政
策
研
究･

研
修
機
構
（
二
〇
〇
七
）『
労
働
条
件
決
定

シ
ス
テ
ム
の
現
状
と
方
向
性
』
の
第
４
章
を
参
照
さ
れ

た
い
。

【
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考
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〇
〇
）「
労
働
組
合
結
成
と
労
使
関
係
、
企

業
経
営
」『
日
本
労
働
研
究
雑
誌
』
Ｎ
ｏ
．
４
８
５
、
日

本
労
働
研
究
機
構

呉
学
殊
（
二
〇
〇
四
）｢

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
組
織
化
と

意
見
反
映
シ
ス
テ
ム
ー
同
質
化
戦
略
と
異
質
化
戦
略―

｣

『
日
本
労
働
研
究
雑
誌
』
Ｎ
ｏ
．
５
７
２

労
働
政
策
研
究･

研
修
機
構
（
二
〇
〇
七
）『
労
働
条
件
決

定
シ
ス
テ
ム
の
現
状
と
方
向
性
』

労
働
政
策
研
究･

研
修
機
構
（
二
〇
〇
七
）『
中
小
企
業
に

お
け
る
労
使
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
労
働
条
件
決

定
』

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
（
二
〇
〇
九
）『
労
働
紛
争
発

生
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
解
決
プ
ロ
セ
ス
ー
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・

ユ
ニ
オ
ン
（
九
州
地
方
）
の
事
例
』
労
働
政
策
研
究
報

告
書
Ｎ
ｏ
．
１
１
１

連
合
総
研
（
二
〇
〇
八
）「
非
正
規
労
働
者
の
組
織
化
」
調

査
報
告
書―

二
一
世
紀
の
日
本
の
労
働
組
合
活
動
に
関

す
る
調
査
研
究
Ⅰ

〈
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉

お
う
・
は
く
す
う

　

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
（
Ｊ
Ｉ

Ｌ
Ｐ
Ｔ
）
主
任
研
究
員
。
専
門
分
野
は

産
業
社
会
学･

労
使
関
係
論
。
最
近
の

論
文
に
「
企
業
と
労
働
組
合―

労
使
関

係
と
労
使
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」（
佐

藤
博
樹
・
佐
藤
厚
編『
仕
事
の
社
会
学
』

有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
）、「
Ｃ
Ｓ
Ｒ
と
企

業
別
組
合
の
役
割
」（
稲
上
毅
・
連
合
総

合
生
活
開
発
研
究
所
編
『
労
働
Ｃ
Ｓ
Ｒ

―

労
使
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
現
状

と
課
題
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
）、
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ

Ｔ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
シ
リ
ー
ズ
№
２

『
労
働
条
件
決
定
シ
ス
テ
ム
の
現
状
と

方
向
性―

集
団
的
発
言
機
構
の
整
備
・

強
化
に
向
け
て―

』（
二
〇
〇
七
年
）
な

ど
が
あ
る
。


